
15 広報きやま 令和 7年11月号

問
佐
賀
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
0
9
5
2
‐
26
‐
2
1
9
5

令
和
7
年
10
月
か
ら
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
は
、「
み
ん
な
の
人

権
1
1
0
番
」
に
統
合
さ
れ
ま
し
た
。

「
み
ん
な
の
人
権
1
1
0
番
」
の
電
話
番
号
を
入
力
後
、
自
動
音
声
ガ
イ
ダ

ン
ス
に
従
い
、
1
番
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
時
間

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
（
平
日
）

▽
相
談
担
当
者

法
務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員

▽
電
話
番
号
（
全
国
共
通
）

0
5
7
0
‐
0
0
3
‐
1
1
0

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
】

お
口
の
健
康
・
歯
あ
わ
せ
健
診
に
関
す
る
お
知
ら
せ

お
口
の
健
康
は
、
健
康
寿
命
に
大
き
く
関
わ
り
ま
す
。

「
唾
液
の
減
少
」
や
「
飲
み
込
み
の
衰
え
」
は
、
全
身
の
健

康
に
も
影
響
し
ま
す
。
高
齢
者
の
肺
炎
の
多
く
は
、
口
の
中
の

細
菌
が
原
因
の
「
誤
嚥
性
肺
炎
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
歯
周
病
菌
は
認
知
症
や
糖
尿
病
と
の
関
係
も
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
歯
科
治
療
で
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
元
気
に
過
ご
す
た
め
に
、
定
期
的
な
歯
科
健
診
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

76
歳
の
方
に
は
「
歯
あ
わ
せ
健
診
」
の
受
診
券
を
4
月
に
お

送
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
健
診
で
は
、
お
口
全
体
の
健
康
状
態

を
確
認
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問  
一般
社
団
法
人
佐
賀
県
歯
科
医
師
会

☎
0
9
5
2
‐
25
‐
2
2
9
1

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
9
5
2
‐
64
‐
8
4
7
6

「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

参
加
者
募
集

日
本
遺
族
会
は
「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を
受
け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦

で
父
等
を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父
等
の
戦
没
し
た
旧
戦

域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善

を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

同
事
業
は
令
和
7
年
度
を
も
っ
て
終
了
と
な
り
、
最
後
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
な
お
当
日
は
参
加
者
の
高
齢
化
を
考
慮

し
、
看
護
師
が
同
行
し
ま
す
。

ま
た
戦
没
者
の
孫
、
ひ
孫
、
甥
、
姪
の
三
親
等
以
内
の
方
が
付
添
者
と
し
て

遺
児
と
同
行
さ
れ
る
場
合
は
、
実
際
に
か
か
る
旅
行
費
用
の
3
分
の
1
の
補
助

が
国
か
ら
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
付
添
希
望
者
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
実
施
地
域

ミ
ャ
ン
マ
ー　
　

▽
費
用

参
加
費
と
し
て
10
万
円

▽
申
込
締
切

12
月
5
日
（
金
）

問
日
本
遺
族
会
事
務
局

☎
03
‐
3
2
6
1
‐
5
5
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
佐
賀
県
遺
族
会

☎
0
9
5
2
‐
23
‐
4
4
9
0

共
同
募
金
歳
末
た
す
け
あ
い
運
動

問
基
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
92
‐
3
3
1
1

新
た
な
年
を
迎
え
る
時
期
に
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
を
財
源
と
し
て
「
お
見
舞
金
、
地
域
事
業
費
」
を

交
付
い
た
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者

②
在
宅
認
知
症
高
齢
者

③
在
宅
重
度
障
が
い
児
（
者
）

④
低
所
得
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
を
除
く
）

⑤
住
民
参
加
に
よ
り
歳
末
時
期
に
行
わ
れ
る
地
域
福
祉
事
業

一般社団法人
佐賀県歯科医師会

佐賀県後期高齢者
医療広域連合

【
佐
賀
地
方
法
務
局
】
女
性
に
関
す
る
人
権
相
談


